
主文
１　被告が，平成１０年６月３日に開始したＡを被相続人とする相続に係る相続税につ

いて，平成１３年７月６日付けで原告に対してした更正及び過少申告加算税賦課決
定（ただし，異議決定による一部取消し後のもの）のうち，納付すべき本税額２９１２
万３４００円及び過少申告加算税額８万８０００円を超える部分をいずれも取り消
す。

２　訴訟費用は，鑑定費用の３分の２を原告の負担とし，その余のすべてを被告の負
担とする。

事実及び理由
第１　原告の請求

主文第１項同旨
第２　事案の概要

本件は，原告の父について相続が開始したので，原告ら相続人が相続税の申
告をしたところ，被告が，その相続財産中一部の不動産の評価額に誤りがあること
を理由に，更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため，これを不服とする原
告が，その一部の取消しを求めた抗告訴訟である。

１　争いのない事実及び証拠により明らかな事実等
(1)　本件相続の発生

原告の父Ａは，平成１０年６月３日に死亡し，その妻であるＢ並びにその子で
あるＣ及び原告（以下，まとめて「原告ら」という。）が同人を相続した（以下「本件
相続」という。）ところ，本件相続に係る相続財産（以下「本件相続財産」という。）
には，別紙物件目録１，２記載の土地２筆が含まれていた（以下，同目録１記載
の土地を「本件１土地」と，同目録２記載の土地を「本件２土地」という。なお，本
件相続開始時において，本件２土地は更地であったが，本件１土地上には建物
が存在していたため，以下において，本件１土地の価格を記すときは，断りのな
い限り建付減価後のそれを指す。）。

(2)　本件相続税の申告と本件更正等
原告らは，平成１１年４月５日，被告に対し，本件１土地を４２８１万２０００円，

本件２土地を１４４９万５８００円と評価するなどして，本件相続に係る相続税の
申告をした（申告に係る原告の相続税額は２８２３万５２００円。以下「本件申告」
という。甲２）。

これに対し，被告は，相続税財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付直資
５６ほか国税庁長官通達にして，平成１０年６月１２日付課評２－５ほかによる改
正前のもの。以下「本件評価通達」という。）に基づき，本件１土地を５７７６万０８
０７円，本件２土地を４０６７万４７２１円と評価するなどして本件相続税額を算出
して，原告らに対し，平成１３年７月６日付けで更正（原告の納付すべき相続税
額は２９８４万８６００円。以下「本件更正」という。）及び過少申告加算税賦課決
定（原告の納付すべき税額は１６万１０００円。以下「本件賦課決定」といい，本
件更正と併せて「本件更正等」という。）を行い，そのころこれを原告らに通知した
（甲２４）。

(3)　原告による不服申立て
原告は，本件更正等を不服として，本件申告に係る額を超える部分の取消し

を求めるべく，被告に対し，平成１３年８月８日付けで異議申立てをしたところ，
被告は，本件相続財産中，本件評価通達に基づく評価額（以下「通達評価額」と
いう。）が本件申告に係る評価額を超える本件１土地及び本件２土地を含む７群
９筆の土地について，財団法人日本不動産研究所（不動産鑑定士Ｄ，同Ｅほか
１名）に鑑定評価を依頼し（以下「被告鑑定」といい，これによる評価額を「被告
鑑定評価額」という。），被告鑑定評価額が通達評価額を下回った本件２土地に
ついて２９５０万円と評価し直して本件相続税額を再算出した上，同年１０月３１
日付けで，本件更正のうち納付すべき税額２９４９万７７００円を超える部分及び
本件賦課決定のうち１２万６０００円を超える部分を取り消す旨の異議決定（以下
「本件異議決定」という。）を行い，同年１１月５日，これを原告に通知した（甲２
４，２５，乙１の１ないし７）。

原告は，本件異議決定をなお不服として，同年１２月４日付けで，国税不服審
判所長に対し，本件申告に係る相続税額を超える部分の取消しを求める内容の
審査請求をしたが，同所長は，平成１４年１１月２７日付けで，これを棄却する旨
裁決し，そのころこれを原告に通知した（甲１）。



(4)　訴えの提起と請求の減縮
原告は，平成１５年２月２６日，本件更正等（本件異議決定による一部取消し

後のもの）の取消しを求めて本訴を提起したが，同年１２月１９日の第３回弁論
準備手続期日において，同月８日付け「請求の趣旨の変更」と題する書面を陳
述し，本件１土地及び本件２土地の評価額を当審における鑑定（鑑定人Ｆ。以下
「当審鑑定」という。）の結果どおりに主張し，その余の相続財産の評価額につい
ては被告の主張を認めて，主文１項のとおりに請求を減縮した。

２　本件における争点
(1)　本件１土地の時価（本件１土地に係る通達評価額が，本件相続開始時におけ

る時価を超えているか否か）
(2)　本件２土地の時価（本件２土地に係る当審鑑定の結果と被告鑑定評価額との

合理性の優劣）
３　争点に関する当事者の主張

(1)　本件１土地の時価（本件１土地に係る通達評価額が，本件相続開始時におけ
る時価を超えているか否か）について
（被告の主張）
ア　本件評価通達の趣旨等

相続税の税額計算の基礎となるのは相続財産の価額であるところ，これを
いかに評価するかについて，相続税法（平成１０年法律第８３号による改正前
のもの。以下「法」ともいう。）２２条は，「当該財産の取得の時（すなわち，被相
続人の死亡の日）における時価」による旨を定め，いわゆる時価主義を採用し
ている。ここにいう時価とは，客観的な交換価値のことであり，不特定多数の
独立当事者間における自由な取引において通常成立すると認められる価額
を意味するが，財産の時価を客観的に評価することは必ずしも容易なことで
はなく，また，納税者の間で財産の評価が区々になることは，公平の観点から
みて好ましくない。そこで，法は，地上権及び永小作権などの特に評価が困難
なものについて，その価額の算定について一義的な規定を設けているが，そ
の他の財産については，国税庁により，相続税，贈与税及び地価税に共通の
財産評価に関する基本通達として本件評価通達が定められ，現実の評価事
務はこれに従って行われている。

もちろん，通達は法令ではなく，個別の財産の評価は，その価額に影響を
与えるあらゆる事情を考慮して行われるべきであるから，ある財産の評価が
本件評価通達と異なる基準で行われたとしても，それが直ちに違法となるわ
けではないが，同通達の内容は，不特定多数の納税者に対して反復かつ継
続的に適用されている以上，そこに定められた評価の方法が合理的なもので
ある限り，これをすべての納税者に適用することにより，租税負担の実質的な
公平を実現できる（かつ，大量の課税事務を処理すべき課税庁に過大な負担
と費用を強いることを避けられる。）のであって，特定の納税者又は特定の相
続財産についてのみ，同通達に定める方法以外の方法によって評価を行うこ
とは，納税者間の実質的負担の公平を欠くものとして，原則として許されるべ
きではない。逆にいえば，本件評価通達によらないことが正当として是認され
得るような特別の事情がある場合を除き，本件評価通達による課税は相当と
いうべきである。

ところで，不動産鑑定士の行う土地の鑑定評価は，通常，現在又は過去の
一時点における土地の正常価格の算定を目的に行われ，土地の取引や価格
に精通し，かつ，専門的な知識を有する不動産鑑定士が，その知識経験に基
づいて，鑑定を依頼した者が指定する時点の前後における鑑定対象地近傍
の売買価格や公示価格などの価格を基にして行われるものであるから，その
結果として求められ，合理性を有する鑑定評価額である正常価格は，相続税
法２２条にいう時価と解することができ，このような鑑定評価額が存在する場
合には，本件評価通達によらないことが正当として是認され得るような特別の
事情があると認められる。

もちろん，宅地の客観的交換価値は，その土地の面積，形状，地域的要因
等の各個別の事情，需給と供給のバランスなど様々な要素により変動するも
のであるから，理論的にみれば一義的に観念できるとしても，実際問題として
これを一義的に把握することは困難であり，不動産鑑定士による鑑定評価額
も，それが公正妥当な不動産鑑定理論に従うとしても，なお，当該不動産鑑
定士の主観的な判断及び資料の選択過程が介在することを免れないのであ



って，鑑定人が異なれば，同一の宅地についても異なる評価額が出てくること
は避けられないから，宅地の客観的交換価値にはある程度の幅があるとみな
ければならない。

そうすると，後記のとおり，本件評価通達によって宅地の基本評価方式とさ
れている路線価方式によって算出された評価額が客観的交換価値を超えて
いるといえるためには，路線価方式により算定した宅地の評価額を下回る不
動産鑑定評価が存在し，その鑑定が一応公正妥当な鑑定理論に従っている
というのみでは足りず，同一の宅地についての他の不動産鑑定評価があれ
ばそれとの比較において，また，周辺における公示価格や基準地の標準価格
の状況，近隣における取引事例等の諸事情に照らして，路線価方式により評
価した評価額が客観的な交換価値を上回ることが明らかであることを要する
ものというべきである。

イ　本件評価通達による宅地の評価方法
本件評価通達によると，土地は，宅地，農地，山林，原野等の地目別にそ

の年の１月１日を基準日として評価することとされている（同通達７）。
このうち宅地は，市街化地域にあるものとそれ以外のものとに区別され，前

者は，ほぼ同価額と認められる一連の宅地が面している路線の中央部の標
準的な宅地の１単位当たりの価額（毎年，売買実例価額，精通者意見価格及
び公示価格の仲値の範囲内で各国税局長が評定する。以下「路線価」とい
う。）を基準とし，これに各宅地の特殊事情を加味してその価額を算出するい
わゆる路線価方式により（同通達１３，１４），後者は，固定資産評価額に各国
税局長が一定の地域ごとに売買実例価額，公示価格及び精通者意見価格等
を基にしてその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額
で評価するいわゆる倍率方式により（同通達２１，２１－２），それぞれ評価す
ることとされている（同通達１１）。

ウ　本件１土地について
(ア)　本件１土地の通達評価額

本件１土地については，正面路線価が１平方メートル当たり２３万６０００
円で，側方路線価が同９万７０００円であるところ，後者に奥行価格補正率
０．９９と側方路線影響加算率０．０８とを乗じた額を前者の額に加え，その
合計額に不整形地補正率０．９９を乗じると１平方メートル当たり２４万１２４
５円と算出される。

これに地積２８１．６８平方メートルを乗じた６７９５万３８９１円が更地の通
達評価額であり，これから，借地権割合０．５と借家権割合０．３を乗じて算
出される０．１５の建付減価をすると，本件１土地の通達評価額は５７７６万
０８０７円となる。

(イ)　本件１土地の通達評価額の合理性
本件１土地についての被告鑑定評価額は，６８４０万円であって，上記の

更地の通達評価額をわずかながら上回っている。したがって，通達評価額
は法２２条の「時価」を超えるものではないから，同土地の評価は，通達評
価額によるべきである。

なお，本件１土地についての当審鑑定評価額は，６４２２万３０００円であ
り，更地の通達評価額を下回っているが，その差はわずかなものであるこ
と，下記(ウ)のとおり当審鑑定に比して被告鑑定の方がより合理性を有す
ると考えられることからすれば，通達評価額は十分に時価を反映していると
認められ，本件評価通達によらないことが正当として是認され得るような特
別な事情は存在しない。

したがって，本件１土地については，通達評価額を時価とみなして算定
することが正当である。

(ウ)　被告鑑定と当審鑑定の合理性
本件１土地について，被告鑑定には下記ａ，ｂのとおり不合理な点はな

く，逆に当審鑑定には下記ａないしｅのとおり合理性を欠く点があるから，被
告鑑定の方が当審鑑定よりも合理性がある。
ａ　鉄道高架の影響の有無について

本件１土地は，鉄道高架に隣接しているところ，当審鑑定は，商業地
といえども鉄道高架に隣接することによる環境条件での影響があるとし
て，３パーセントの減価をしているのに対し，被告鑑定は鉄道高架に隣
接していることを理由とする減価は行っていない。



このような判断の分かれ目は，被告鑑定が本件１土地の最有効使用
を「中層店舗・事務所地」と判定しているのに対し，当審鑑定が「店舗併
用住宅ビル敷地」と判定していることにある。本件１土地は，同市の商業
の中心地である近鉄四日市駅に近く，近隣地域の標準的利用から見て
も，被告鑑定の判定が正当である。

そして，不動産鑑定評価基準においては，不動産の価格を形成する
地域要因として，住宅地においては，騒音等の程度が例示されている
が，商業地においては，この要因は挙げられていない。そもそも，商業地
は，住宅地と異なり，ある程度の交通量及び騒音の存在が前提となって
おり，騒音の要因は，通常の範囲内であれば，商業地としての価格に織
り込み済みであるのが通例である。そして，本件１土地と鉄道高架との
間には幅員４．５メートルの市道が介在しており，商業地としての利用障
害となる特段の騒音はないのであるから，本件１土地の環境条件に格差
を設けなかった被告鑑定は正当であり，逆に当審鑑定は合理性を欠く。

ｂ　指定容積率について
被告鑑定は，本件１土地の指定容積率を当初３００パーセントとして算

定していたところ，本訴係属中に誤りの指摘を受け，２００パーセントに訂
正した。しかし，この訂正によっても価格の差はわずかであり，標準価格
を変更する必要はないから，その正当性が失われることはない。

なお，当審鑑定は，容積率１００パーセントに対して１．５パーセント以
上３パーセント未満の格差率が妥当である旨指摘するが，この格差率
は，地域によって異なるものであり，土地価格比準表との格差率のみを
もって当否を判断することはできない。

ｃ　取引事例比較法における年間変動率について
当審鑑定は，取引事例比較法において，取引事例として採用した４事

例のいずれについても年間変動率マイナス１７．４パーセントを一律に適
用しているところ，各事例の存する地域の年間変動率は異なるのが通例
であるから，当審鑑定は精緻性に欠けるおそれがある。

これに対し，被告鑑定は，取引事例として採用した４事例のいずれに
ついても，それぞれの異なる時点変動修正率を用いて時点修正を行って
おり，精緻性に優れている。

ｄ　地域要因比較について
当審鑑定は，地域要因の比較の際に，交通・接近条件のうち官公署

の接近性として市役所への距離を挙げているが，最有効使用を店舗併
用住宅ビル敷地と判定するのであれば，幼稚園，小学校，公園，病院及
び日常生活の需要を満たすに足りる最寄り商店街への近接性等も考慮
されなければならないところ，それがなされていない。

また，当審鑑定は，地価公示地の属する地域と本件１土地の属する
地域の地域要因比較において，経済施設の配置と繁華性の程度にそれ
ぞれマイナス４パーセント，マイナス７パーセントと大きな格差を設けてい
るが，格差の要因が明らかでない。

さらに，当審鑑定は，取引事例比較法で採用した事例２の属する地域
と本件１土地の属する地域の地域要因比較において，街路条件・幅員が
４メートル市道と１２メートル市道との格差をマイナス２パーセントとする
が，道路幅員が大きく異なるのであるから，上記格差率は小さすぎる。

そのほか，当審鑑定は，地価公示地の属する地域と本件１土地の属
する地域の地域要因比較において，交通・接近条件である最寄り駅との
近接性，すなわち，近鉄四日市駅までの距離７００メートルと５００メート
ルとの格差を０パーセントと評価しているが，他方，取引事例比較法で採
用する事例４の属する地域と本件１土地の属する地域の同様の比較に
おいて，９００メートルと５００メートルとの格差をプラス３パーセントと評価
しており，最寄り駅までの距離の比較において合理性に欠ける点があ
る。

ｅ　事情補正について
当審鑑定は，取引事例比較法で採用した事例２について，買い進みを

原因とする事情補正プラス２０パーセントを行っている。しかし，同土地
（四日市市Ｇ町○番地○の宅地と推定される。）は，被告の調査によれ
ば，特に買い進みをうかがわせる事情は見当たらなかった。



（原告の主張）
当審鑑定と被告鑑定を比較すると，当審鑑定の方が合理性を有している。
被告は，本件１土地と鉄道高架との間には幅員４．５メートルの市道が介在し

ており，利用障害となる特段の騒音はないと主張する。しかし，幅員４．５メート
ルの市道が介在することで騒音が減衰される旨の科学的証明はされていない。
鉄道高架に隣接することは，屋上に広告塔を立てるなどのプラス面もあるが，上
記のように，騒音や景観の面からマイナス面が大きく，市場競争力は弱くなる。

また，被告は，本件１土地が商業地であると主張するが，現実に周囲にはマ
ンション，住宅など居住用建物が数多く存在しており，近隣商業地域である。

(2)　本件２土地の時価（本件２土地に係る当審鑑定の結果と被告鑑定評価額との
合理性の優劣）について
（被告の主張）
ア　本件２土地について通達評価額によるべきでない特別な事情

　本件評価通達は，同通達の方法によることが不合理な場合には，他の合理
的な方法によって評価を行うことができると定めている（同通達第１章６）とこ
ろ，本件２土地については，通達評価額として算出された４０６７万４７２１円が
被告鑑定評価額である２９５０万円を著しく上回っており，本件評価通達に定
める方式以外の方法によってその評価を行うことを正当とする特別な事情が
あるということができるから，上記の被告鑑定評価額をもって時価とするのが
相当である。

イ　被告鑑定評価額の合理性の優越
本件２土地について，被告鑑定には下記(ア)のとおり不合理な点はなく，逆

に当審鑑定には下記(イ)のとおり合理性を欠く点があるから，被告鑑定の方
が当審鑑定よりも合理性がある。
(ア)　被告鑑定の合理性

ａ　宅地化の判断について
不動産鑑定評価基準は，宅地見込地とは，農地地域，林地地域等か

ら宅地地域へと転換しつつある地域のうちにある土地と定義しているとこ
ろ，宅地見込地の鑑定評価は，原則として転換後の種別に基づく地域要
因及び個別的要因を重視し，その熟成度が低い場合には，例外的に転
換前の種別に基づく地域要因及び個別的要因を重視する旨規定してい
る。そして，不動産鑑定評価基準は，宅地見込地の鑑定評価において勘
案すべき事項として，①特に都市の外延的発展を促進する要因の近隣
地域に及ぼす影響度及び②総合的に勘案すべき事項として，イ　当該宅
地見込地の宅地化を助長し，又は阻害している行政上の措置又は規
制，ロ　付近における公共施設及び公益施設の整備の動向，ハ　付近に
おける住宅店舗，工場等の建設の動向，ニ　造成の難易及びその必要
の程度，ホ　造成後における宅地としての有効利用度を挙げている。

本件２土地については，その近隣地域付近の県道及び県道周辺施設
の整備並びに土地区画整理事業の進展等により地域要因の発展傾向
が顕著となったこと，並びにその周辺地区に所在する団地の熟成とあい
まって，宅地化の影響がその近隣地域にも及んでいること（①，②ロ），
相続開始日においてセットバック等を行うことにより建築物の建築許可を
得られる可能性が高いほか，開発許可を要しない敷地規模のため開発
の蓋然性が高いこと，及び建築基準法４３条１項ただし書を適用して建
築が許可された住宅１戸が認められたこと（②イ），可児市の人口及び世
帯数が，平成７年から現在まで堅調に増加を続けているほか，同市の専
用住宅の建築確認件数については平成９年以降平成１１年まで増加傾
向にあり，他の周辺市に比べて底堅い需要が認められること（②ハ），そ
の地勢，地盤等の自然的状態及び接面状況等から造成が比較的容易
であること（②ニ），その近隣地域では値ごろ感から潜在的な需要が喚起
されており，可児市の中心地区からも近く，分譲価格を廉価に設定した
場合には，十分に戸建住宅地の有効需要が存在すると判断したこと，西
可児駅から道路距離で約１．６キロメートル（徒歩約２０分）に位置し，宅
地としての利用に適していること（②ホ）などを総合的に勘案した結果，
被告鑑定は，本件２土地の宅地化の蓋然性は高いと判断し，種別を「熟
成度の高い宅地見込地」と評価したものであり，その評価手法は極めて
正当である。



ｂ　建築確認の可能性
原告は，本件２土地については袋地状態にあるため，建築確認を得る

ことは困難である旨主張するが，岐阜県中濃建築事務所所部職員や可
児市役所建築指導課所部職員は，建築確認を得ることは特別困難では
ない旨表明している上，①同土地の前面道路は市道認定されており，公
共の道路とみなされると考えられたこと，②同土地は，都市化抑制規制
の働かない，都市計画区域の未線引地域に存することなどを勘案して，
建築許可の可能性を慎重に検討した結果，被告鑑定は，同土地は，相
続開始時点において，建築許可を得られる見込みの高い土地であり，建
物建築に当たって障害となる法的な規制は存在しないと判断したもので
あり，合理性を有する。

ｃ　接道条件に係る減価係数について
被告鑑定は，標準画地と本件２土地とを比準するに当たり，当審鑑定

のように接道条件に係る減価係数を乗じることはしていない。しかし，こ
の点は最終的な鑑定評価額の算出方法全体にかかわることであり，こ
の点だけを取り上げて論ずべきものではない。すなわち，被告鑑定で
は，前面道路以外にも幅員２．６メートル程度の道路が連続しており，評
価対象地の前面道路以外にも４メートルの道路が良好に連続する場合
に比べて市場性が劣ることは確かであるから，地域要因中の街路条件
において，「近隣地域の標準的な街路」を「幅員４ｍの系統・連続性がや
や不良な道路」と設定しているとおり，近隣地域の標準画地の標準価格
は，やや不良な道路の系統・連続性を織り込んで査定されており，取引
事例比較においても，同程度の街路条件を持つ土地の価格を求めるよ
うに査定している。

このように，被告鑑定は，近隣地域の標準画地の標準価格の算定及
び個別要因において，街路条件を十分に考慮しているのであるから，街
路条件に係る減価係数を乗じていないことをもって，その正当性が損な
われるものではない。

(イ)　当審鑑定の不合理性
ａ　近隣地域の範囲及びその標準的使用等

当審鑑定は，本件２土地の近隣地域を「対象不動産を中心に，接面市
道沿い東方Ｈため池迄，西方約１００ｍの狭い範囲」と設定した上で，近
隣地域は農業振興地域の指定を受けた農地が大半であることなどか
ら，「用途的にやや未成熟な宅地見込地地域」と判定し，本件２土地の最
有効使用についても「弱いながらも住宅敷地等へ用途転換する可能性を
内包した宅地見込地」と判定している。

しかし，宅地見込地の評価においては，その周辺地域の状況に影響
を受けるため，近隣地域の範囲をより広く面状に設定すべきであって，
線状に近隣地域を設定すべき合理的理由は特にない。

したがって，正当に面状に近隣地域を設定すれば，農用地以外の土
地の方が多くなるのであって，同鑑定は，この点で妥当性を欠くといわざ
るを得ない。

ｂ　開発の可能性
当審鑑定は，本件２土地が建築基準法４２条２項，４３条１項ただし書

により建築確認を受けられるか否かは行政側の判断にゆだねられてい
るから，鑑定評価は価格時点当時確認し得た要因に基づいて行うべきで
あるところ，このような状況下において，対象不動産を建築基準法４２条
の道路に接面する土地と同等に扱うことはできず，したがって，地域的に
街路条件をはじめ環境条件，宅地造成条件等，宅地見込地としての熟
成度について価格水準を修正ないし補正すべきであると判断している。

しかし，不動産鑑定評価基準運用上の留意事項においても，公的機
関の担当部局に対する確認が要求されているにもかかわらず，同鑑定
においては，道路に関する事項を確認したにとどまり，建築確認許可の
容易さの調査を十分に行っていないのであって，同鑑定はこの点で妥当
性を欠く。

ｃ　取引事例の採用について
取引事例比較法の適用に当たっては，対象となる不動産と同種別の

取引事例を採用すべきである。しかし，当審鑑定は，本件２土地を宅地



見込地として熟成度が低いと判定しながら，取引事例として採用した４事
例のうち，熟成度の高い宅地見込地の取引事例を２事例も含んでおり，
鑑定手法に誤りがある。

また，取引事例の選択に当たっては，評価対象地と類似する地域の
取引事例の中でもできるだけ地域要因格差が小さい事例を採用すべき
である。しかし，当審鑑定は，本件２土地との地域要因格差が累計でそ
れぞれ１５０パーセント，１４４パーセント，５１パーセントとなる３事例を採
用しており，比較の対象として適切な選定がなされていない。

ｄ　地域要因格差の査定に関する項目
当審鑑定は，本件２土地の近隣地域を熟成度の低い宅地見込地と判

定しているのであるから，地域要因格差の査定に当たっては，市街化進
行の程度等宅地化への期間及び蓋然性についての項目を重点的に査
定すべきであるところ，当審鑑定が地域要因格差の査定に当たって採用
した査定項目は，駅・商店街等の接近性や周辺地域の状態・供給処理
施設等，造成の難易等，本来は熟成度の高い宅地見込地の比準の場
合に用いるべき査定項目が主となっており，矛盾した査定が行われてい
る。

（原告の主張）
ア　本件２土地の建築確認及び売却の経緯

本件２土地の接面道路は，幅員が３．５メートル前後であって４メートル以下
であり，同土地の約３０メートル先で行き止まりとなっているから，同土地は，
原則として建築確認が下りない，その意味で「袋地状態」の土地である（建築
確認を取得できた事例は，岐阜県建築主事に数か月間執拗に食い下がっ
て，通常では極めて困難な，県内で年に１件あるかないかの建築基準法４３
条１項ただし書の特例を受けたものである。）上，前面に他人の土地が存在す
るため極めて不整形である。また，宅地として利用するには，南側に急斜面の
山林が隣接してほとんど日照がないため，同山林を取得して立木を伐採しな
ければならない上，上水道も約１２０メートル西方にしか通っていないため，水
道工事費として約２６０万円を要し，さらに，同土地は田を簡単に埋め立てた
だけの状態であるため，多額の造成費が必要である。
　現に，平成１２年１２月における本件２土地の売却価額は１４８０万円であ
り，それも，２０か月の期間と約３０万円もの広告費を費やして辛うじて売却す
ることができたものである。

イ　被告の主張に対する反論
被告は，本件２土地につき，相続開始時において建築許可が下りる見込み

が高く，建物建築に当たって法的な障害はないと主張するが，建築基準法４２
条２項，４３条１項ただし書によって行政が建築確認を下ろすか否かは個別の
条件によるものであって，一般的に建築確認が下りると断言することはできな
い。

また，被告は，当審鑑定における近隣地域の設定を批判するが，宅地化の
ための第一条件が接面する道路状況にあることは常識であり，その視点から
当審鑑定が本件２土地の接面道路に沿った地域を近隣地域として設定してい
ることは相当である。

さらに，被告は，当審鑑定において採用された取引事例が適切ではない旨
主張するが，土地価格比準表の宅地見込地地域の地域要因比準表を適用し
て算出した格差率によって補正しているから，被告の批判は当たらない。

第３　当裁判所の判断
１　本件１土地の時価（本件１土地に係る通達評価額が，本件相続開始時における時

価を超えているか否か）について
(1)　被告は，本件１土地について，本件評価通達に基づいて算出した通達評価額

をもって法２２条の「時価」と主張しているところ，本件評価通達は，国税庁長官
によって発出された通達であって，法形式上は行政内部の機関や職員に対する
関係で拘束力を有する行政規則（国家行政組織法１４条２項）にすぎず，国民に
対して効力を有する法令としての性質を有するものではない（最高裁判所昭和３
８年１２月２４日第三小法廷判決・集民７０号５１３頁参照）。

もっとも，大量・反復して発生する課税事務を迅速かつ適正に処理するために
は，あらかじめ法令の解釈や事務処理上の指針を明らかにし，納税者に対して
申告内容を確定する便宜を与えるとともに，各課税庁における事務処理を統一



することが望ましいと考えられるから，通達に基づく課税行政が積極的な意義を
有することは否定し難く，したがって，通達の内容が法令の趣旨に沿った合理的
なものである限り，これに従った課税庁の処分は，一応適法なものであるとの推
定を受けるであろうし，逆に，課税庁が，特段の事情がないにもかかわらず，通
達に基づくことなく納税者に対して不利益な課税処分を行った場合には，当該処
分は，租税法の基本原理の一つである公平負担の原則に反するものとして違法
となり得るというべきである。

しかしながら，通達の意義は以上に尽きるものであり，納税者が反対証拠を
提出して通達に基づく課税処分の適法性を争うことは何ら妨げられないというべ
きであり，その場合には，通達の内容の合理性と当該証拠のそれとを比較考量
して，どちらがより法令の趣旨に沿ったものであるかを判断して決すべきもので
ある。そして，本件で問題となっている法２２条の「時価」は，不特定多数の者の
間において通常成立すべき客観的な交換価値を意味するから，通達評価額が，
この意味における「時価」を上回らない場合には，適法であることはいうまでもな
いが，他の証拠によって上記「時価」を上回ると判断された場合には，これを採
用した課税処分は違法となるというべきである（固定資産税について定めた地方
税法３４１条５号の「適正な時価」に関する最高裁判所平成１５年６月２６日第一
小法廷判決・民集５７巻６号７２３頁参照）。

ところで，弁論の全趣旨によれば，本件評価通達は，宅地（市街化地域内）価
額の評価が路線価方式によって行われるべきことを定めている（同通達１１，１
２）ところ，その概要は以下のとおりであると認められる。すなわち，ほぼ同価額
と認められる一連の宅地が面している路線の中央部の標準的な宅地を選定し，
その１単位当たりの毎年１月１日を基準日とする価額を，売買実例価額，精通者
意見価格及び公示価格を基にして，各国税局長がその仲値の範囲内で評定し
て定め，これに対象土地の単位数（面積）を乗じ，更に各宅地の特殊事情を加味
すべく，あらかじめ定められた奥行価格補正率，側方路線影響加算率，二方路
線影響加算率，間口狭小補正率，奥行長大補正率，不整形地補正率などを適
用して，その価額を算出するものである（同通達１４ないし１８，２０）。この路線価
方式は，上記の概要から容易に看取できるとおり，標準的な宅地の１単位当た
りの価額を不動産鑑定的手法を用いて評定し，これを当該路線に面する他の宅
地にも適用するとともに，通常その価格形成に影響すると考えられる定型的な
要因についてあらかじめ定められた補正（加算）率によって修正するものであり，
いわば，簡易な不動産鑑定と定型的補正とを組み合せた方式と評価することが
できる。

他方，正式な不動産鑑定は，不動産鑑定評価基準（乙２）にのっとって行われ
るが，同基準は，不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法第１５２号）の
附則１８項が評価の基準制定について検討を行うことを求めたことなどを受け
て，昭和３９年３月２５日，建設大臣（当時）からの諮問に対する答申として宅地
制度審議会が提出したものであり，その後，昭和４４年の改正を経て，平成２年
１０月２６日，現行の不動産鑑定評価基準が答申され，国土事務次官から業界
団体である社団法人日本不動産鑑定協会に対して通知されている。その内容
は，不動産価格の形成に関する理論を科学的に検討し，不動産評価に関する
実務の最新の研究成果をも取り入れたものであって，「進歩の集積に応じて今
後さらにその充実と改善を期すべきもの」ではあるが，現状においては，「不動
産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行うに当たって，その拠り所となる実質的で
統一的な行為規範」として機能するものである。このような不動産鑑定評価基準
の性格や精度に照らすと，これに準拠して行われた不動産鑑定は，一般的には
客観的な根拠を有するものとして扱われるべきであり，その結果が上記の通達
評価額を下回るときは，前者が「時価」に当たると判断すべきことは当然である
（被告も，結論としてはこれを肯定している。）。

もっとも，不動産鑑定評価基準に従った客観的な交換価値の評価といっても，
自然科学における解答のような一義的なものではあり得ず，現実には鑑定人の
想定価格としての性格を免れるものではないので，どのような要素をどの程度し
んしゃくするかによって，同一の土地についても異なる評価額が算出され得るこ
とは避けられない。したがって，ある土地について複数の異なる評価額の不動
産鑑定が存在する場合は，まずそれらの合理性を比較検討した上で，より合理
性が高いと判断できる鑑定の評価額をもって時価と評価すべきであり（仮に合理
性について優劣の判断が全くなし得ない場合には，その平均値をもって時価と



評価すべきである。），その上で通達評価額とを比較して，当該課税処分の適法
性を判断すべきである。
　以下においては，この観点から，当審鑑定及び被告鑑定の合理性の優劣を検
討する。

(2)　前記争いのない事実及び証拠により明らかな事実等に証拠（甲１，乙１の７，
４，当審鑑定）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の各事実が認められる。
ア　本件１土地の状況

本件１土地は，近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅の南方約４５０メートルに位
置し，北東方向にある市役所からも約７００メートル離れている。

同土地は，その北東側間口約１７．５メートルが幅員約１２メートルの市道
（通称Ｇ通り。約１メートル歩道付き）に，その西側間口約２３メートルが幅員約
４．５メートルの市道に，それぞれ等高に接面する，地積２８１．６８平方メート
ルの台形地である。

西側の上記市道を挟んで，近鉄名古屋線の高架線路（複線）が存在し，朝
夕の時間帯には上下線合わせて１時間当たり２０本以上の電車が通過する。
　同土地は，市街化区域内にあって近隣商業地域及び準防火地域に指定さ
れ，その容積率は２００パーセント，建ぺい率は８０パーセントである。

イ　本件１土地に係る通達評価額
本件１土地については，正面路線価（通称Ｇ通り）が１平方メートル当たり２

３万６０００円で，側方路線価（幅員約４．５メートルの市道）が同９万７０００円
であるところ，後者に奥行価格補正率０．９９と側方路線影響加算率０．０８と
を乗じた額を前者の額に加え，その合計額に不整形地補正率０．９９を乗じる
と１平方メートル当たり２４万１２４５円と算出される。

これに地積２８１．６８平方メートルを乗じた金額６７９５万３８９１円が本件１
土地の更地の通達評価額であり，これから，借地権割合０．５と借家権割合
０．３を乗じて算出される０．１５の減価をすると，建付減価済みの通達評価額
は５７７６万０８０７円と算出される。

ウ　被告鑑定
(ア)　近隣地域及びその標準画地の設定

被告鑑定は，通称Ｇ通り沿いで，本件１土地から南東方向へ約８０メート
ルの地域を近隣地域とし，この近隣地域の標準画地を，同地域の地域要
因を備え，公法上の幅員１２メートルの片側歩道付舗装市道沿いで，間口
１５メートル，奥行２０メートル，規模３００平方メートル程度の長方形地に設
定し，その標準的使用を中層店舗，事務所地とした。

なお，被告鑑定においては，近隣地域（道路南側）の行政的条件中の指
定容積率及び評価対象となる本件１土地のそれをいずれも「２００％」とす
べきところ，誤って「３００％」としている。

(イ)　公示価格を規準とした標準画地の価格
　被告鑑定は，四日市市Ｉ町所在の公示地（四日市５－１３）の平成１０年１
月１日を基準日とする公示価格１平方メートル当たり２９万９０００円に，時
点修正率１００分の９３，標準化補正率１０３分の１００，地域要因格差率１０
９分の１００（交通・接近条件格差率９９分の１００に環境条件格差率１１０分
の１００を乗じたもの）を順次乗じて，公示価格を規準とした標準画地の価
額を１平方メートル当たり２４万８０００円と算出した（もっとも，標準画地の
指定容積率を誤った結果，指定容積率３００パーセントの公示地との行政
的条件格差率を１００分の１００としている。）。

(ウ)　取引事例比較法によって求めた標準画地の価格
　被告鑑定は，四日市市Ｊ町（事例１），同市Ｋ（同２），同市Ｌ○丁目（同３）
及び同市Ｍ○丁目（同４）の取引事例４例を選定し，その取引価格に事情
補正率，時点修正率，標準化補正率及び地域要因格差率を順次掛け合わ
せた上で，標準画地の価額を２５万７０００円，２５万８０００円，２７万７０００
円及び２４万８０００円と試算した（もっとも，標準画地の容積率を誤った結
果，指定容積率３００パーセントの事例１との行政的条件格差率を１００分
の１００とし，同４００パーセントの事例２及び事例３とのそれを１０２分の１０
０，同６００パーセントの事例４とのそれを１０７分の１００としている。）。

(エ)　収益還元法によって求めた標準画地の価格
　被告鑑定は，同一需給圏内の類似地域に所在する賃貸事例等を参考に
して，標準画地（３００平方メートル）において賃貸用の鉄筋コンクリート造り



５階建て（鑑定書には「４階建」と誤表記している。）店舗付き事務所（延べ
床面積６００平方メートル）の建築を想定し，これから求めた未収入期間を
考慮した価格時点の土地に帰属する純収益を還元する（還元利回り年４．
５パーセント）ことによって，標準画地の収益価格を１平方メートル当たり１６
万１０００円と査定した。

(オ)　標準画地の価格の査定
被告鑑定は，(イ)ないし(エ)の結果を受け，収益還元法によって求めた価

格を参考にし，取引事例比較法によって求めた４価格を比較検討の上，公
示価格を規準とした価格との均衡を考慮して，標準画地の価額を１平方メ
ートル当たり２５万円と査定した。

(カ)　本件１土地の鑑定評価額の決定
　被告鑑定は，本件１土地はいわゆる角地であって利用効率において優る
ことから標準画地より３パーセントを上乗せし（格差率１．０３），他方，不整
形地（台形地）であることから標準画地より６パーセントを減ずる（格差率
０．９４）こととし，両者を乗じた０．９７をもって標準画地との格差率とした。
　そして，標準画地の価額１平方メートル当たり２５万円に上記格差率を乗
じた２４万３０００円をもって本件１土地の１平方メートル当たりの価額と査
定し，これに，地積２８１．６８平方メートルを乗じた６８４０万円を被告鑑定
評価額と決定した。
　なお，被告鑑定評価額から１５パーセントの建付減価を行うと，５８１４万
円となる。

ウ　当審鑑定
(ア)　近隣地域及びその標準画地の設定

　当審鑑定は，通称Ｇ通り沿いで，評価対象地からほぼ東方へ約１５０メー
トルの帯状の地域を近隣地域に設定し，その最有効使用を店舗併用住宅
ビル敷地と判定した。その標準画地を，同地域のほぼ中央付近にあって
（近隣商業地域及び準防火地域の指定を受け，建ぺい率８０パーセント，
容積率２００パーセント），通称Ｇ通り（幅員１２メートルの片側幅員１メート
ルの歩道付き舗装市道）に接面し，一画地の規模が２００平方メートル（間
口１０メートル，奥行２０メートル）の長方形地として設定した。

(イ)　公示価格を規準とした標準画地の価格
　当審鑑定は，公示地番号四日市５－１３の土地の平成１０年１月１日時点
の公示価格１平方メートル当たり２９万９０００円に，時点修正率１００分の９
２．８，標準化補正率（公示地が二方路に接面していることによるもの）１０３
分の１００，地域要因格差率１１４分の１００（街路条件の格差率１０１．５分
の１００，交通・接近条件の格差率１００分の１００，環境条件の格差率１１１
分の１００及び行政的条件率１０１．５分の１００（標準画地の容積率が２００
パーセントであって，公示地の容積率３００パーセントより劣っていることに
よるもの）を累乗したもの）を順次乗じて，標準画地の額を１平方メートル当
たり２３万６０００円と算出した。

(ウ)　取引事例比較法によって求めた標準画地の価格
　当審鑑定は，四日市Ｎ○丁目（事例１），同市Ｇ町（同２），同市Ｎ○○丁
目（同３）及び同市Ｋ（同４）地内の取引事例４例を選定し，その取引価格に
事情補正率，時点修正率，標準化補正率，地域格差率を順次掛け合わせ
た上で，標準画地の比準価額を２３万６８２７円，２５万１５９１円，２４万５２
３４円及び２０万９１１８円と試算した。
　その上で，当審鑑定は，価格のほぼ近似して求められた事例１ないし事
例３の価額のほぼ中庸値である１平方メートル当たり２４万５０００円をもっ
て標準画地の比準価格と算定した。

(エ)　収益還元法によって求めた標準画地の価格
　当審鑑定は，同一需給圏内の類似地域に所在する賃貸事例等を参考に
して，標準画地において賃貸用の鉄筋コンクリート造り３階建ての建物（店
舗・共同住宅）の建築を想定し，これから求めた土地に帰属する純収益を
還元する（還元利回り年４．５パーセント）ことによって，標準画地の額を１平
方メートル当たり１７万７０００円と査定した。

(オ)　標準画地の価格の査定
当審鑑定は，(イ)，(ウ)及び(エ)の結果を受け，取引事例比較法による比

準価格は市場性を反映した実証的価格であるのに対し，収益還元法によっ



て求めた収益価格は元本価値に見合う果実を得ることができない賃貸市
場での現実を反映したものとの判断から，前者を基本とし，これに地価公示
を規準とした価格との均衡や最近の不動産市場における物件流通の遅延
化傾向等を考慮し，取引事例比較法による比準価格を下方修正して求め
た１平方メートル当たり２４万円をもって標準画地の価格と査定した。

(カ)　本件１土地の鑑定評価額の決定
　当審鑑定は，本件１土地はいわゆる角地であって利用効率に優ることか
ら標準画地の価額より３パーセントを上乗せし（格差率１．０３），他方，不整
形地（台形地）であることから標準画地より５パーセントを減ずる（格差率
０．９５）こととし，さらに，本件１土地が，鉄道高架に隣接していて環境条件
に劣ることから３パーセントを減ずる（格差率０．９７）こととし，これらを累乗
した０．９５をもって標準画地との格差率とした。
　そして，標準画地の価額１平方メートル当たり２４万円に上記格差率を乗
じた２２万８０００円をもって本件１土地の１平方メートル当たりの価額と査
定し，これに，地積２８１．６８平方メートルを乗じた６４２２万３０００円を当審
鑑定評価額と決定した。
　なお，当審鑑定評価額から１５パーセントの建付減価を行うと，５４５８万９
５５０円となる。

(3)　当審鑑定及び被告鑑定の合理性について
ア　当審鑑定及び被告鑑定において見解が相違する点について

(ア)　最有効使用について
近隣地域の最有効使用を，当審鑑定は店舗併用住宅ビル敷地としたの

に対して，被告鑑定は中層店舗・事務所地としているところ，証拠（乙１の
７，当審鑑定）によれば，同地域は四日市市の中心部付近にあって，建物
がほぼ建ち並んでいるものの，他方で，近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅か
ら鉄道高架沿いに南方へ約４５０メートル離れて位置し，商業施設の密集
度も高くない上に，通称Ｇ通りの北側は容積率が４００パーセントで駐車場
整備地区でもあるのに対して，標準画地の属する南側は容積率が２００パ
ーセントであることが認められ（前記のとおり，被告鑑定は誤って３００パー
セントとしている。），これらを総合すれば，店舗併用住宅ビル敷地を最有
効使用とする当審鑑定がより合理性を有すると判断するのが相当である。

もっとも，不動産鑑定士による最有効使用の判断は，対象不動産の近隣
地域及び個別的要因を基礎資料として，その専門家としての経験や知見に
基づいてなされるものであることを考慮すると，被告鑑定による上記判定が
合理性を欠くとまではいえない。

(イ)　鉄道高架の隣接による減価について
当審鑑定は，本件１土地が幅員約４．５メートルの市道を挟んで近鉄名

古屋線の鉄道高架に隣接していることを理由に標準画地の価格から３パー
セントの減価を行っているのに対して，被告鑑定ではかかる減価を行って
いない。

そこで，検討するに，前記のとおり，本件１土地に隣接する近鉄名古屋
線は，名古屋と大阪，伊勢志摩等を結ぶ本線に位置づけられ，ここを通過
する電車の本数は朝夕の通勤時間帯には上下線合わせて１時間当たり２
０本を超えている上，本件１土地は近鉄四日市駅から約４５０メートル離れ
ていることに照らすと，電車の速度は相当の程度に達しているものと推測さ
れる。そうすると，本件１土地における電車の騒音が何デシベルであるかを
客観的に確定する証拠は存在しないものの，生活する上で何らかの苦痛，
支障をもたらすであろうことは，経験則上，容易に肯認できるというべきであ
る。

したがって，当審鑑定のように近隣地域の最有効使用を店舗併用住宅
ビル敷地と判定すれば，鉄道高架に隣接することを原因として３パーセント
の減価を行うことは十分合理的であるし（むしろ減価を行わないのは合理
性を欠くというべきである。），被告鑑定のように，その最有効利用を中層店
舗・事務所地と判定しても，騒音によって商業活動や事務所における事務
に悪影響を及ぼすおそれも否定できない（被告は，鉄道高架との間に幅員
４．５メートルの市道が介在していることを理由に，商業地としての利用に障
害となる騒音はない旨主張するが，この程度の距離で騒音が大幅に減衰
するものでないことは経験則に照らして明らかである。）から，鉄道高架に



隣接することによる減価を一切行わない被告鑑定は，その合理性に疑問
があるというべきである。

イ　被告鑑定の合理性に関する事情（容積率の誤記）
前記のとおり，被告鑑定には，本件１土地及びその近隣地域の指定容積

率が実際は２００パーセントであるにもかかわらず，３００パーセントとした誤り
がある。対象土地の指定容積率は，行政的条件の中でも中心的なものの一
つであり，公示価格を規準とした価格，取引事例比較法によって求めた価格
及び収益還元法によって求めた価格のいずれにも影響を与える可能性があ
り，かかる基本的事項について誤記があるという点のみでも，被告鑑定の正
確性，合理性に疑問を抱かざるを得ないというべきである。

もっとも，被告鑑定を行った鑑定人は，本訴審理中に上記誤記の指摘を受
けて，公示価格を規準とした標準価格を１平方メートル当たり２４万５０００円，
取引事例比較法を採用して求めた価格のうち事例１との比較による標準価格
を１平方メートル当たり２５万４０００円に訂正した上で，これらの差がわずかで
あるほか，他の事例との比較による標準価格及び収益還元法を採用して求
めた標準価格は変動がないとして，本件１土地の近隣地域の標準価格１平方
メートル２５万円の査定は変更する必要がないと弁解した書面を提出している
（乙４）。

しかし，他の事例２ないし４においても指定容積率の差が拡大していること
は明らかであるから，これらについても行政的条件による格差率を拡大してし
かるべきであるのにもかかわらず，何らの修正を加えていない。また，被告鑑
定は，当初，事例２及び３においては指定容積率に１００パーセントの差があ
ることから行政的条件にプラス２パーセントの修正を施しているにもかかわら
ず，乙４においては公示価格を規準とした標準価格及び事例１との比較によ
る標準価格の算定において，指定容積率に１００パーセントの差があるにもか
かわらず，行政的条件にプラス１パーセントの修正しか施していない。そうす
ると，上記の弁解は，およそ整合性を欠き，被告鑑定の上記誤りを救うものと
なっていないことが明らかである。

ちなみに，公示価格を規準とした価格の算定において，行政的条件にプラ
ス２パーセントの修正を加えると，地域要因格差は１１１分の１００となり，規準
とした価格は１平方メートル当たり２４万３０００円（１０００円未満四捨五入）と
なるから，公示価格を規準とした被告鑑定評価額同２４万８０００円よりも５００
０円程度減少する。この減少分に格差修正率０．９７及び本件１土地の地積２
８１．６８平方メートルを順次乗じると１３７万円（１万円未満四捨五入）となり，
通達評価額と被告鑑定評価額との差を優に超えるから，被告鑑定が指定容
積率を誤まったことにより結論に無視し得ない影響を及ぼすことが明らかであ
る。

ウ　当審鑑定の合理性に関する事情
(ア)　取引事例比較法における年間変動率について

不動産鑑定評価基準（乙２）によれば，取引事例比較法における時点修
正は，取引事例に係る取引の時点が評価基準時と異なることにより，その
間に価格水準の変動があると認められるときは，当該事例の価格を評価
基準時の価格に修正するために行うものであり，その方法は，当該事例に
係る不動産の存する用途的地域又は当該地域と相似の価格変動過程を
経たと認められる類似の地域における不動産の価格の変動率を求めるこ
とにより行うべきものとされている。

この点について，被告は，当審鑑定における取引事例比較法は，４事例
のいずれについても同一の年間変動率（平成１０年の１年間当たり１７．４
パーセントの下落）を適用しているから精緻性に欠けるおそれがある旨主
張する。

しかしながら，当審鑑定の採用した取引事例は，前記のとおり，四日市
市Ｎ○丁目地内，同市Ｇ町地内，同市Ｎ○○丁目地内及び同市Ｋ地内の
各土地であって，いずれも四日市市の市街地に存在していることを考慮す
ると，各取引事例に係る土地が，同一の用途的地域又は当該地域と相似
の価格変動過程を経たと認められる類似の地域に位置すると判断すること
に支障はないから，当審鑑定が４事例のいずれについても同一の年間変
動率を適用したことは何ら合理性を欠くものではない。

なお，被告鑑定は取引事例ごとに変動率を変えており，一見すると精緻



性に優るかのごとき印象を受けるが，各取引事例の所在地域ごとに変動率
が異なることを実証する資料は何ら添付されておらず，その正確性を検証
することはできない。

(イ)　地域要因比較について
ａ　街路条件（幅員等）

被告は，当審鑑定は，取引事例比較法で採用する事例２の属する地
域と本件１土地の属する地域の地域要因比較において，街路条件・幅員
が４メートル市道と１２メートル市道との格差をマイナス２パーセントとす
るが，道路幅員が大きく異なるのであるから，当審鑑定の格差は小さす
ぎる旨主張する。

しかし，当審鑑定は，事例３（８メートル市道）との比較においてマイナ
ス１パーセント，事例４（７メートル市道）との比較においてマイナス１パー
セントとしており，全体的に考察して，事例２との格差率がバランスを失し
ているとは認められない。

なお，被告鑑定は，当審鑑定よりも，全体的に道路の幅員の差に基づ
く格差率を大きく評価している（プラス５パーセントからマイナス５パーセ
ント）が，反面，街路条件の内容としては道路幅員の差のみを掲げ，当
審鑑定のように歩道の有無・幅員，系統・連続性，舗装の有無・勾配等
についても検討した形跡がうかがわれない（当審鑑定は，これらについ
ても検討した結果，街路条件の格差率は，最終的にプラス６パーセント
からマイナス４パーセントまでの範囲に分布している。）ので，むしろ，街
路条件全体の検討としては，精緻性に欠ける可能性を否定できない。

ｂ　交通・接近条件全般
被告は，当審鑑定は，取引事例比較法において，交通・接近条件のう

ち官公署の接近性として市役所への距離を挙げているが，近隣地域の
最有効使用を店舗併用住宅ビル敷地とするのであれば，幼稚園，小学
校，公園，病院及び最寄り商店街への近接性等を考慮すべきであるの
にこれをしていない旨主張する。

しかしながら，本件１土地は近隣商業地域に位置しているから，取引
事例比較法において，官公署への接近性に加えて，最寄駅（近鉄四日
市駅）の接近性，最寄駅の乗降客数，駐車場の整備・交通規制の状態
について検討しつつ，幼稚園，小学校，公園，病院及び最寄り商店街へ
の近接性等を考慮していないからといって必ずしも不合理とまではいえ
ない。

かえって，被告鑑定においては，交通・接近条件の内容としては，「駅
への接近性」のみが掲げられ，当審鑑定が掲げた他の諸要素について
も検討した形跡がうかがわれないが，いかに近隣地域の最有効使用を
中層店舗・事務所地と判定した結果であるとしても，精緻性に欠けるとの
批判を免れない。

ｃ　交通・接近条件（最寄り駅の接近性）
被告は，当審鑑定は，公示価格を規準とする比準価格の算出におい

て，近鉄四日市市駅までの距離が７００メートルと５００メートルとの格差
率を０パーセントとしているのに対し，取引事例比較法において，５００メ
ートルと９００メートルとの格差率をマイナス３パーセントとしており，合理
性を欠く旨主張する。

しかしながら，接近条件の差がもたらす価格形成への影響は，必ずし
も距離に比例して大きくなるものとは考えられず，最有効使用の判定や
当該施設の性格等によっても変わり得るものであるから，２００メートル
の差を０パーセントとし，４００メートルの差を３パーセントと評価したこと
が直ちに不合理であるとはいえない（なお，前記のとおり，当審鑑定は，
被告鑑定と異なり，最寄駅の接近性を交通・接近条件の一要素に位置
づけているから，少々のアンバランスがあっても，全体としてはその影響
は薄められる関係にある。）。

ちなみに，被告鑑定においては，近隣地域（近鉄四日市駅から約４００
メートル）と事例１（同駅から約９００メートル）との格差率を２パーセントと
しているのに対し，事例２（同駅から７５０メートル）との格差率を１パーセ
ントとしているが，事例１と同２の距離の差１５０メートルが格差率１パー
セントに相当するのであれば，事例１ないし３（同駅から約１キロメート



ル）の格差率はもっと大きくなるはずであり，このことからも，距離の差が
直ちに価格形成に対して比例的に影響するものでないことが裏付けられ
る。

ｄ　環境条件（経済施設の配置と繁華性の程度）
被告は，当審鑑定は，地価公示地の属する地域と本件１土地の属す

る地域の地域要因比較において，経済施設の配置と繁華性の程度にそ
れぞれマイナス４パーセント，マイナス７パーセントと大きな格差を設けて
いるが，格差の要因が明らかでない旨主張する。

しかしながら，経済施設の配置や繁華性の程度といった環境条件の
要因をどの程度に評価するかは，不動産鑑定士としての専門的知見や
経験に基づいて判断すべきものであり，その判断が著しく相当性を欠くこ
とをうかがわせる事情が存しない限り，直ちに合理性を欠くとはいえない
ところ，被告はこの点について何ら具体的に指摘していない。かえって，
被告鑑定においては，地価公示地や取引事例との比較において，当審
鑑定をはるかに上回る格差率（マイナス１５パーセントからプラス１０パー
セント）を付しながら，その要因として単に「繁華性」と記載するのみであ
るから，仮に当審鑑定が合理性を欠くものであれば，被告鑑定はそれ以
上の合理性を欠くことが明らかである。

(ウ)　事情補正について
被告は，当審鑑定の取引事例比較法で採用した事例２について，買い

進みをうかがわせる事情は見当たらなかった旨主張するが，これを裏付け
るに足る証拠はなく，この主張のみで当審鑑定の買い進みの認定が不合
理であるとはいえない。ちなみに，被告鑑定においても，事例４について買
い進みを理由とする事情補正をしているが，かかる事情の存在を明らかに
する資料は添付されていない。

エ　合理性に関する総合判断
上記アないしウを総合すれば，被告鑑定には，鉄道高架の隣接による減価

要因の無視や容積率の認定誤りという価額評価に重大な影響を及ぼす問題
点を内包しており，その合理性に強い疑いを抱かざるを得ないのに対し，当審
鑑定には，かかる問題点は見当たらない上，その余の鑑定内容，経緯につい
ても，被告鑑定を上回る合理性を有すると判断するのが相当である。

そうすると，本件１土地の建付減価前の時価は，当審鑑定に従い６４２２万
３０００円であり，建付減価後の時価は５４５８万９５５０円と認められる。

２　本件２土地の時価（本件２土地に係る当審鑑定評価額と被告鑑定評価額との合
理性の優劣）について
(1)　本件２土地については，被告は，本件異議決定において，通達評価額によるこ

とを改め，被告鑑定評価額を採用しているところ，これが時価といえるか否か
は，当審鑑定及び被告鑑定の評価内容及びその過程を検証した上，その合理
性の優劣によって決すべきことは前記（当裁判所の判断１(1)）のとおりである。

(2)　前記争いのない事実及び証拠により明らかな事実等に証拠（当審鑑定，乙１
の１，乙３，乙５）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の各事実が認められ
る。
ア　本件２土地の状況

本件２土地は，名鉄広見線西可児駅の南方約１．６キロメートルに位置し，
南方約６００メートルにはＰ小学校が，北北東約２．２キロメートルにはＱ中学
校が，北方約１．６キロメートルには日常の買物に利用可能な名鉄パレＱ店が
それぞれ存在している。同土地の周辺（半径二，三百メートルの範囲）は，建
物が点在し，ため池，農地，原野等も残存する未開発な地域であるが，西方
約２５０メートル，東北東約３５０メートル，南南東約４００メートルには，それぞ
れ整然と区画された宅地上に住宅が密集して建ち並んでいる大規模住宅団
地（Ｒ，Ｓ，Ｔ）が存在している。また，同地域は，北側と南側の双方を山林によ
って挟まれており，日照や通風等の自然環境において，恵まれた状態にはな
い。

同土地は，南側をおおむね東西方向に走る幅員約２．６メートルの道路（以
下「本件接面道路」ともいう。）に接面する，地積１０９３平方メートルのやや不
整形な土地（接道距離が奥行きの２倍以上に達する。）であり，都市計画区域
上何らの地域地区の指定を受けていない。

なお，本件接面道路は，本件相続開始時において，建築基準法４２条２項



所定のみなし道路の指定を受けていなかった。
イ　被告鑑定

(ア)　近隣地域及び標準画地の設定
被告鑑定は，本件２土地の近隣地域の範囲を「Ｕのうち県道善師野・多

治見線東方背後の見込地地域」とした上で，「農地を中心として，一部農家
住宅等の散在する地域である。地域の周辺には，大規模分譲団地である
Ｒ，Ｓ，Ｔの各団地が所在し宅地化の蓋然性は高いものの若干の傾斜地の
ため宅地開発が阻害されている。近隣地域及びその周辺地域は，全般的
には宅地開発の影響を受け発展傾向にあり，地域の西方を東西に走る県
道善師野・多治見線の整備等も相俟って今後は徐々に宅地地域へと転換
してゆくもの」と予測して，近隣地域の標準的使用を「住宅地向き宅地見込
地」と判断している。その上で，被告鑑定は，この近隣地域の標準画地を，
同地域の地域要因を備え，南西側が幅員４メートルの舗装市道に接面す
る，間口５０メートル，奥行き２０メートル，規模１０００平方メートル程度の長
方形地に設定し，その標準的使用を住宅地向き宅地見込地と判定した。

(イ)　取引事例比較法によって求めた比準価格
被告鑑定は，本件２土地の近隣地域の街路条件を南西側幅員４メートル

の舗装市道が標準で，系統・連続性はやや不良であるとするなどして，近
隣地域の標準画地の比準価格を，可児市Ｖ字Ｗ（事例１及び３）並びに同
市Ｘ字Ｙ（同２）の３つの取引事例と比較の上，１平方メートル当たり２万９６
００円，３万２７００円，３万１４００円と試算し，これらを比較検討の上，同３
万１０００円と査定した。

その上で，被告鑑定は，本件２土地は標準画地と比較すると，道路等の
潰地約１４０平方メートル（全体の面積の約１３パーセント）を生ずることを理
由に，画地条件において１３パーセントの減価要因が存在すると判断し，本
件２土地の単価を標準画地の上記価格に０．８７を乗じた１平方メートル当
たり２万７０００円と査定し，地積１０９３平方メートルを乗じて，本件２土地の
比準価格を２９５０万円と算定した。

(ウ)　開発法によって求めた価格
被告鑑定は，本件２土地に土工事，道路敷設工事及び供給処理施設工

事等を施工した上で，５区画（１区画当たり１９０平方メートル）にして分譲す
ることを想定し，その予測分譲収入額（ただし相続開始時の現在価値に引
き直したもの）４０１２万７４０９円から同支出額（造成工事費８４０万４７３３
円，販売費及び一般管理費４８４万９５２１円。前同）１３２５万４２５４円を控
除した２６９０万円をもって開発法による土地価格と算定した（万円未満四
捨五入）。

(エ)　本件２土地の鑑定評価額の決定
その上で，被告鑑定は，(イ)の取引事例比較法によって求めた比準価格

は，同一需給圏内に存する類似の見込地の取引事例から求めたもので，
地域格差・個別格差の判定も適切であり，評価対象地の宅地化の影響を
考慮した現実的な価格と考えられ，このように市場の実態を如実に反映し
たものとして相対的な規範性を有するのに対し，(ウ)の開発法によって求め
た価格は想定要素を多く含むことから，前者を採用して（後者を考量して），
本件２土地の鑑定評価額を２９５０万円と決定した。

ウ　当審鑑定
(ア)　近隣地域及び標準画地の設定

当審鑑定は，本件２土地の近隣地域の範囲を，西可児駅の南方約１．４
キロメートル（直線距離）に位置する同土地を中心に，これと接面する市道
沿いに東方はＨため池まで，西方は約１００メートルの狭い地域に設定し
た。そして，当審鑑定は，近隣地域が北側と南側周辺山林に囲まれた中に
残されたほぼ平たん地で，日照・通風等気象の状態等自然的環境は劣り，
現在，田地が多い中，原野等が残存する利用状況にあり，用途的にやや
未成熟な宅地見込地域として位置づけられる環境にあることなどから，そ
の標準的使用を「地積１０００平方メートル前後の宅地転換の可能性を内
包する原野等未利用地」と判定し，将来の動向を「周辺にはＳ，Ｔ等大型住
宅団地があり，十分な住宅地供給がなされている状況にあり，又，昨今の
経済情勢を反映して大・中規模の宅地開発は減少傾向にあること，又，当
該地域は農用地指定を受けた田地が多いことより宅地化進行は遅行的で



あり，利用状況等は当分の間，現況を維持し推移していくもの」と予測して
いる。

そして，標準画地を，近隣地域の地域要因を備え，幅員約２．６メートル
の市道に接面する地積約１０００平方メートル（縦横の比率は１対２）のほぼ
整形地として設定した。

(イ)　個別的要因及び最有効利用
本件２土地は，南側で幅員約２．６メートルの市道に接面しているところ，

当審鑑定の鑑定人は，当該市道は建築基準法４２条の道路には該当しな
い旨を市役所建築指導課職員から聴取した。そして，同土地が，地積１０９
３平方メートル，間口約５４メートル，奥行き約２５メートルの不整形地であっ
て，都市計画区域としては未線引区域にあるなどの近隣地域及び個別的
要因の分析の結果，当審鑑定は，最有効使用を「弱いながらも住宅敷地等
へ用途転換する可能性を内包した宅地見込地」と判定した。

(ウ)　取引事例比較法によって求めた比準価格
当審鑑定は，４つの取引事例（地目が山林のもの３事例，雑種地のもの

１事例）を選定して，近隣地域の標準画地の比準価格を１平方メートル当た
り１万８３９２円，１万７６５７円，１万９１９５円，２万２４１１円と試算した上
で，標準画地の比準価格をこれら４つの値のほぼ中庸値である同１万９４０
０円と決定した。

そして，当審鑑定は，標準画地の価格に本件２土地と標準画地との格差
率１．００（格差がないことを意味する。）及び本件２土地の地積１０９３平方
メートルを順次乗じて，本件２土地の鑑定評価額を２１２０万４０００円と評
価した。

(エ)　他の方式の不採用
当審鑑定は，現在の経済情勢下，当該地域の立地条件を勘案すると

大・中規模の宅地開発は困難であり，また，単独での小規模開発は許可が
下りるか否か難しい状況にあるとして，造成後の更地価格から造成費用相
当額等を控除する方式（開発法）は適用せず，また，種別を同じくする地価
公示地が可児市内に設けられていないため，地価公示価格を規準とするこ
とができなかったとして，取引事例比較法のみを適用した。

(3)　被告鑑定及び当審鑑定の合理性の検討について
ア　取引事例比較法における近隣地域の設定及び熟成度に関する判定につい

て
(ア)　当審鑑定は，本件２土地の近隣地域の範囲を，本件２土地を中心とする

接面市道に沿って東方はＨため池まで西方は約１００メートルの狭い地域
に設定したのに対し，被告鑑定は，「Ｕのうち県道善師野・多治見線東方背
後の見込地地域」としている。そして，この近隣地域の範囲の設定に対応し
て，当審鑑定は，近隣地域の標準的使用を「用途的にやや未成熟な宅地
見込地地域」とし，本件２土地の最有効使用を「弱いながらも住宅敷地等へ
用途転換する可能性を内包した宅地見込地」と判定したのに対し，被告鑑
定は近隣地域の標準的使用及び本件２土地の最有効使用をいずれも「住
宅地向き宅地見込地」と判定した。

(イ)　この点について，被告は，宅地見込地の評価においては，その周辺地域
の状況に影響を受けるため，近隣地域の範囲をより広く面状に設定すべき
であり，当審鑑定のように，線状に近隣地域を設定するのは合理的でない
旨主張する

しかしながら，不動産鑑定における近隣地域とは，評価対象不動産の属
する用途的地域であって，より大きな規模と内容とを持つ地域である都市
あるいは農村等の内部にあって，居住，商業活動，工業生産活動等，人の
生活と活動とに関して，ある特定の用途に供されることを中心として地域的
にまとまりを示している地域をいい，対象不動産の価格の形成に関して直
接に影響を与えるような特性を持つものである。そして，近隣地域は，その
地域の特性を形成する地域要因の推移，動向のいかんによって変化して
いくものである（乙２）。

近隣地域の上記のような性質にかんがみると，その設定は，対象不動
産及びその周辺地域の自然的要因，社会的要因，地域要因及び行政的要
因の現状の把握及び将来の予測という不動産鑑定士の専門的な判断にゆ
だねられているというべきであるから，それが専門家としての知見，経験に



基づいたものであり，これに引き続く個別的要因による格差率の査定がそ
の設定と矛盾しないものであるならば，不動産鑑定士によってその判断が
分かれることがあっても，各々その合理性を否定すべきものではない（例え
ば，近隣地域を広い範囲で設定した結果，標準画地の地域要因を宅地化
の進んだものと判定した場合，取引事例と比較して算出した標準価格は高
めに査定されるが，他方，評価対象地の価格を算出する際には，減価要因
が大きくなる。逆に，近隣地域を狭い範囲で設定した結果，標準画地の地
域性を宅地化の遅れたものと判定した場合，取引事例と比較して算出した
標準価格は低めに査定されるものの，評価対象地の価格を算出する際に
は，増加要因が大きくなり，結局，その比較の際に用いられる格差率の査
定が適切ならば，どちらの設定であっても結論において大きな相違は生じ
ないと考えられる。）。

しかるところ，当審鑑定は，本件２土地を中心とし，その接面する市道に
沿って東方はＨため池まで，西方は約１００メートルの狭い地域を近隣地域
に設定しているが，この判断は，前記のとおり，当該地域が北側と南側の
双方を山林に挟まれた地形にあって，田地・原野等が残存しているなど，そ
れ以外とは地域的特性において無視し得ない差異があると認められること
に照らせば，十分にその合理性を肯認できるというべきであるから，宅地見
込地であることを理由に広範な地域を近隣地域として設定すべきであると
の被告の主張は採用できない。

(ウ)　また，当審鑑定は，近隣地域の標準的使用について「用途的にやや未
成熟な宅地見込地地域」と判断し，宅地見込地としての熟成度について慎
重な見解を示しているが，前記のように近隣地域の範囲を設定すれば，当
然かつ合理的な判定であることは明らかである。

むしろ，この点について，被告鑑定は，「若干の傾斜地のため宅地開発
が阻害されている」との認識を示しつつも，「地域の周辺には，大規模分譲
団地……が所在し宅地化の蓋然性は高」く，「全般的には宅地開発の影響
を受け発展傾向にあり，……今後は徐々に宅地地域へと転換してゆくもの
と予測」しているが，前記のような本件２土地の周辺の地域的特性に照ら
せば，この地域を宅地化するためには既設の団地よりも相対的に割高な費
用を要することが見込まれ，さらに，後記の公法上の規制の存在を考慮す
ると，「不動産取引の急速な回復は見込まれ」ず，「当面は商業地……の他
の用途地域では沈静気味に推移するものと予測される」との認識（乙１の１
の７頁）を示しつつ，上記のように熟成度を高く見積もった予測が果たして
合理性を有するかについて疑問を抱かざるを得ない。

(エ)　以上のとおり，近隣地域の設定及び熟成度の判定に関する当審鑑定の
判断は合理的であって，その程度は被告鑑定よりも優ることはあっても劣
ることはないと認めるのが相当である。

イ　本件２土地の接道条件の評価について
(ア)　当審鑑定の合理性について

被告は，当審鑑定を行った鑑定人は接面道路に関する事項を確認した
にとどまり，建築許可の容易さの調査を十分に行っていないが，岐阜県中
濃建築事務所や可児市役所建築指導課の職員らの見解などを総合する
と，本件２土地は建築許可を得られる見込の高い土地であるから，これを
反映していない当審鑑定は妥当性を欠く旨主張する。

しかしながら，まず，建築基準法４２条２項による指定については，特定
行政庁が，幅員４メートル未満の道（前記のとおり，本件接面道路は幅員
約２．６メートル）について「この章の規定が適用されるに至った際現に建築
物が建ち並んでいる」との要件の充足を認定した上で，個別的，裁量的に
その可否を判断するものであって，かつ，かかる判断を行う際には，明文化
されてはいないものの，「一般の交通の用に供されていること」や「公益上
の必要性があること」の要件を加えて運用していること（乙５の添付資料参
照）にかんがみると，当審鑑定の鑑定人が，特定行政庁に対し，具体的な
申請行為を前提とすることなく一般論として上記指定の可能性を確認したと
ころで，責任を伴う回答を得られる見込みはほとんど考え難く，仮に得られ
たとしても実際の申請時における特定行政庁の判断と同一である保証は
全くない（被告鑑定の鑑定人も，乙５において，「本件でも，建築主事の判
断によっては２項道路と指定されない余地もあり，微妙なところはあると感



じた」旨自認している。）。また，同法４３条１項ただし書の許可についても，
特定行政庁が「その敷地の周囲に広い空地を有する」との要件充足を認定
した上で，「交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がない」か否かについ
て個別的，裁量的に判断した上で，その可否を決するものであるから，許
可の可能性については，上記と同様というべきである。

もっとも，証拠（甲５）によれば，岐阜県中濃建築事務所長は，平成１２年
８月４日，可児市ＵＨ○番○ほか１筆の土地上に建築予定の建築物につい
て，同法４３条１項ただし書に基づく許可処分をした事実が認められ，被告
鑑定の鑑定人は，名古屋国税局課税第一部長に対する回答書（乙３，５）
中で，るる理由を述べながら本件２土地について上記許可を得られると判
断した旨述べている。しかし，前記のとおり，上記許可を与えるか否かは特
定行政庁の個別的，裁量的判断に委ねられているから，本件相続開始当
時，本件２土地について同許可が得られるものと即断して評価すること自
体，その合理性に疑問があるといわざるを得ない（しかも，そのように判断
したのであれば，かかる重要事項を鑑定書に記載すべきであるにもかかわ
らず，被告鑑定書（乙１の１）には，これについて何ら触れた部分が見当た
らないことに照らすと，上記回答書の内容は，被告鑑定が当審鑑定よりも
合理性に優ることを示すべく，後日考え出されたものとの疑いをぬぐうこと
はできない。）。

そうすると，当審鑑定の鑑定人が，本件接面道路が建築基準法４２条２
項による指定を受けていないことを確認しつつ，「対象不動産の近隣地域
並びに個別的要因を分析した結果，最有効使用を弱いながらも住宅敷地
等へ用途転換する可能性を内包した宅地見込地と判断した」ことは，堅実
な評価手法を採るものとして，その合理性を十分に肯認できるというべきで
ある。

(ウ)　被告鑑定の合理性
他方，被告鑑定は，本件２土地の街路条件及び画地条件を検討した箇

所で，本件接面道路の幅員を４メートルと表記している。この点について，
同鑑定の鑑定人は，前記回答書（乙３）において，２．６メートルの印字ミス
にすぎないと弁解し，その理由として，画地条件の検討箇所において，セッ
トバックによる潰地を生ずることが明記されていることを挙げているところ，
なるほど，被告鑑定（乙１の１）においては，セットバック部分の面積（１３パ
ーセント）の価値をゼロと評価している。

しかし，仮に印字ミスであったとしても，セットバックは，建築基準法に基
づいて建築物を建築する際に，当該敷地について必要となるものであっ
て，当該道路に接面する他の土地全部について道路とみなされるわけでは
ないので，セットバック部分を減価したとしても，それは画地条件として当然
の操作をしたにすぎず，接道条件において何らの減価を行っていないこと
を正当化するものではない。

この点についても，被告鑑定の鑑定人は，上記回答書において，同鑑定
が接道条件に係る減価をしていないのは，元々近隣地域の標準的な街路
を「幅員４ｍの系統・連続性がやや不良な道路」に設定しているから，上記
要因を織り込み済みである旨弁解している。しかし，幅員と系統性・連続性
とは異なる概念である上，幅員４メートルの道路に接面する場合と同２．６メ
ートルの場合とが価格形成要因として等しいとの結論は，到底受け入れら
れるものではない。

結局，上記弁解は，当初の被告鑑定が幅員の相違に基づく接道条件の
格差の検討を看過したことを正当化すべく，後になって考え出されたものと
推認するほかない。

(4)　当審鑑定の合理性に関する事項
ア　取引事例の選定について

被告は，当審鑑定の採用した取引事例４事例のうち２事例が熟成度の高い
宅地見込地のものであるほか，地域要因格差率が累計で１５０パーセント，１
４４パーセント，５１パーセントとなる取引事例３例を採用しており，適切な事例
が採用されていない旨主張する。

なるほど，取引事例の選択に当たっては，できる限り格差率が小さいもの，
すなわち状況の類似性が高いものを対象とする方が，鑑定評価の精度を確
保する上で望ましいと考えられ，現に，証拠（乙２）によれば，不動産鑑定評価



基準は，「近隣地域又は同一需給圏内の類似地区」に存する不動産を原則と
すべき旨定めていることが認められる。しかしながら，どのような事例を比準
の対象となる取引事例に選択すべきかは，当該鑑定人の有する専門的知
見，経験によるべきものであり，また実際に保有する資料の量にもかかわるこ
とであるから，結果的に地域要因における格差率の高い事例を選択したとし
ても，格差率の査定自体が適切に行われている限り，直ちに合理性を欠くと
解すべきものではない（上記不動産鑑定評価基準でも，必要やむを得ない場
合には，近隣地域の周辺の地域に存する不動産の選定を認めている。）とこ
ろ，前記のとおり，当審鑑定は，他の地域との間に無視し得ない地域的特性
を有する比較的狭い範囲の地域を近隣地域に設定し，かつその宅地化の熟
成度について慎重な判定をしている（このこと自体は合理的であることは既述
のとおりである。）から，地域要因格差率の差が大きい３事例を取引事例に含
んでいるからといって，合理性を欠くと判断するのは相当でない。

イ　地域格差の査定に関する項目
被告は，当審鑑定が，本件２土地の近隣地域を熟成度の低い宅地見込地

と判定しているのであれば，市街化進行の程度等宅地化への期間及び蓋然
性についての項目を重点的に査定すべきであり，本来は熟成度の高い宅地
見込地の比準の場合に用いるべき査定項目（駅・商店街等の接近性や周辺
地域の状態・供給処理施設等，造成の難易等）を主とすべきではない旨主張
する。

しかしながら，熟成度が低いとはいうものの，基本的に宅地見込地である，
すなわち，宅地に転換する可能性が内包されていると判定しているのである
から，駅・商店街等の接近性や周辺地域の状態・供給処理施設等，造成の難
易等を査定項目に入れることは当然であり，何ら不合理とはいえない。

(5)　合理性に関する総合判断
上記(3)及び(4)を総合すれば，被告鑑定には，接道条件の誤認ないし無視と

いう価額評価に重大な影響を及ぼす問題点を内包しており，その合理性に強い
疑いを抱かざるを得ないのに対し，当審鑑定には，かかる問題点は見当たらな
い上，その余の鑑定内容，経緯についても，被告鑑定を上回る合理性を有する
と判断するのが相当である。

そうすると，本件２土地の時価は，当審鑑定の評価額である２１２０万４０００
円と認めるのが相当であるところ，被告が採用した評価額はこれを上回っている
から，これを上記評価額に修正した上で，相続税を算定すべきである。

３　相続税額の算定
(1)　以上によれば，本件１土地及び本件２土地の時価は，原告の主張するとおり，

当審鑑定による評価額である５４５８万９５５０円（ただし，建付減価後のもの）及
び２１２０万４０００円と認めるのが相当である。

(2)　そこで，この評価額を前提に，原告の納付すべき本税額を計算すると，下記の
とおり，２９１２万３４００円となる。
ア　相続により取得した財産の価額　６億４６５５万３４７９円

下記(ア)ないし(オ)を合計した金額６億４６５５万３４７９円が相続により取得
した財産の価額となる。このうち，原告が取得した財産の価格は１億０９３１万
４３４８円（争いがない。），Ｂが取得した財産の価格は４億１３０４万１５１５円，
Ｃが取得した財産の価格は１億２４１９万７６１６円である。
(ア)　土地の価格　　　　　　　　　４億３８０８万６６４１円

　原被告間においてその価格に争いのない土地に係る３億６２２９万３０９１
円に，本件１土地の価格５４５８万９５５０円及び本件２土地の価格２１２０万
４０００円を加えると土地の価格は４億３８０８万６６４１円となる。

(イ)　家屋・構築物の価格　　　　３５０５万６５５５円（争いがない。）
(ウ)　現金・預貯金等の価格　１億６００８万０５５６円（争いがない。）
(エ)　家庭用財産の価格　　　　　　　２０万４５２５円（争いがない。）
(オ)　その他の財産の価格　　　　１３１２万５２０２円（争いがない。）

イ　債務及び葬式費用の金額　　　６８９３万４８７８円（争いがない。）
このうち，原告が負担した債務及び葬式費用の金額は０円，Ｂが負担した

債務及び葬式費用の金額は６４９６万４８７８円，Ｃが負担した債務及び葬式
費用の金額は３９７万円である（争いがない。）。

ウ　課税価格の合計額　　　　５億７７６１万７０００円
上記ア各記載の金額から上記イ各記載の金額を控除したのちの金額か



ら，国税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てると，原告の
課税価格は１億０９３１万４０００円，Ｂの課税価格は，３億４８０７万６０００円，
Ｃの課税価格は１億２０２２万７０００円となり，これらの合計は５億７７６１万７
０００円となる。

エ　遺産に係る基礎控除額　　　　８０００万円
遺産に係る基礎控除額は，相続税法１５条の規定により，５０００万円と１０

００万円に法定相続人の人数である３を乗じて算出した３０００万円との合計
の８０００万円となる。

オ　相続税の総額の計算の基礎となる金額　４億９７６１万７０００円
相続税の総額の計算の基礎となる金額は，上記ウの金額から上記エの金

額を控除した４億９７６１万７０００円となる。
カ　相続税の総額　　　　　　１億５８３２万７２００円

相続税の総額は，上記オの金額に原告ら各人の法定相続分を乗じた各取
得金額に相続税法１６条に規定する税率を適用して算出した金額を合計した
１億５８３２万７２００円となる。

キ　算出税額　　　　　　　　　　２９９６万３４１７円
算出税額は，上記カの金額に，原告の課税価格１億０９３１万４０００円が課

税価額の合計額５億７７６１万７０００円のうちに占める割合を乗じた２９９６万
３４１７円（円未満切り捨て）となる。

ク　納付すべき税額　　　　　　　２９１２万３４００円
原告が納付すべき税額は，相続税法１９条の４の規定により，上記キの金

額から障害者控除額８４万円を減じ，国税通則法１１９条により１００円未満の
端数を切り捨てた２９１２万３４００円となる。

(3)　過少申告加算税については，原告の申告に係る納付すべき税額２８２３万５２
００円と(2)クの納付すべき税額２９１２万３４００円の差額から１万円未満の端数
を切り捨てた上で，１００分の１０の割合を乗じて算出すると，８万８０００円となる
（国税通則法６５条１項，１１８条３項）。

４　結論
以上の次第で，原告の本訴請求は理由があるので認容し，訴訟費用の負担に

つき，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６２条をそれぞれ適用して，主文の
とおり判決する。

　　　　名古屋地方裁判所民事第９部

　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　加藤幸雄

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　舟橋恭子

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　尾河吉久

（別紙省略）


